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はじめに 

「環境影響評価法」（平成9年法律第81号）の一部が平成23年4月に改正され、「計画段階

配慮書の手続き」が新設された。沖縄県では、「環境影響評価法」（平成9年法律第81号）が

改正されたことに伴い、法との整合を図るとともに、より環境に配慮した「環境影響評価法」

（平成9年法律第81号）を推進するため、「沖縄県環境影響評価条例」（平成12年条例第77

号）が平成25年3月に改正された。 

本書は、改正された「沖縄県環境影響評価条例」（平成12年条例第77号）に基づき、「宮

古広域公園整備事業計画段階環境配慮書」（平成28年4月）を踏まえて、環境影響評価方法書

としてとりまとめたものである。 
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